
49 

第５章 計画の推進に向けて 

１ 生涯学習推進体制 

生涯学習推進体制として、各種団体の代表が参加する「生涯学習推進会議」を開催し、活動情

報の共有、進捗管理、推進方策などを検討し、施策・事業に反映させます。また、庁内の推進体制

として「生涯学習推進部会」を設置し、本市の生涯学習の推進を図ります。 

 

推進組織等 内容 

刈谷市生涯学習推進会議 各種団体を代表する者及び学識経験者で構成し、本市にお

ける生涯学習の推進を行います。 

刈谷市生涯学習推進部会 本市における生涯学習の積極的な推進を図るため、庁内関

係課職員で構成し、生涯学習施策・事業の進捗管理や、関

係各課間の協議、調整を行い、生涯学習を推進します。 

 

 

２ 協働による推進 

生涯学習が市民生活の様々な場所において行われ、その方法・内容も社会の状況に応じて変化

していく中、生涯学習の効果的な推進のためには、市民、グループ・サークル、関係団体・関係機

関、事業者等、幅広い主体が協働していくことが求められます。より充実した生涯学習環境をつ

くるため、それぞれの役割を明らかにし、それぞれの有する学習資源を生かしながら、協働によ

る推進を図ります。 

 

推進組織等 内容 

市民 市民は、主体的に学習や活動に取り組む、本市の生涯学習の主人公で

す。また、仲間づくり・まちづくりの主体として、よりよい刈谷市を

つくっていく活動の担い手となっていくことが期待されます。 

グループ・サークル、

協会等 

グループ・サークルによる学習や活動は、本市の生涯学習の重要な基

盤といえます。メンバーの親睦、作品の創作、健康づくりなど、それ

ぞれの活動目的に応じて、活動が充実していくことが期待されます。

こうした活動は、単に参加者の楽しみというだけではなく、継続的な

仲間づくりを通じて、希薄化しつつある地域のつながりを補完し、助

け合いのまちづくりの基盤となることも期待されます。文化協会、音

楽協会、レクリエーション協会、スポーツ協会、国際交流協会、観光

協会などは、加盟団体の連携と交流を深めるとともに、市と協働して

生涯学習環境の充実に取り組むことが期待されます。 
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推進組織等 内容 

地域団体、ＮＰＯ等 自治会、公民館などの地域団体は、地域課題の解決に向けて、地域住

民、グループ・サークル、市など様々な機関・団体と協働し、住みよ

いまちづくりに取り組んでいくことが期待されます。様々な社会問題

に取り組む市民の自主的な活動であるＮＰＯは、その専門性を生かし

て、よりよいまちづくりにつながる市民の学習・活動の場となること

が期待されます。 

教育機関 初等・中等教育では、子どもの主体的な学ぶ力を育むとともに、家庭

や地域と連携して、子どもの育ちを支えます。大学は公開講座や市と

連携した講座を開催するなど、大学がもつ知的資産を広く社会に還元

し、市民の生涯学習に資するとともに、学生が研究その他の活動にお

いて身近な地域と関わる機会をつくり、地域の活動に貢献していくこ

とが期待されます。 

民間教育事業者 カルチャーセンターやスポーツセンターに代表される民間教育事業

者は、多様化・高度化する市民の学習ニーズを踏まえ、趣味、教育、

文化芸術、スポーツなどの学習機会を提供します。市が主催する講座

においては、民間事業者が提供する学習機会との役割の違いを意識し

た取組が求められます。 

事業者 各種の経済活動を営む事業者は、社員研修等の実施において、生涯学習

の一つの担い手となっています。また、企業の社会的責任（ＣＳＲ※21）

の一環として、企業関係者の講師による講座の開催や児童生徒の職場

体験の受入れなど、市と情報共有や連携を図り、従業員や市民の生涯

学習を支援することが期待されます。 

市 学習のきっかけづくり、グループ・サークルの活動支援、生涯学習関

連施設の管理・運営、学習情報の提供など、市民のニーズや社会の変

化を踏まえながら、市民やグループ・サークルが学習・活動しやすい

環境をつくります。また、市民、地域団体、グループ・サークル、協

会、教育機関、民間教育事業者、事業者などと協働して施策を推進す

るネットワーク型行政※22に取り組みます。 

  

※21 ＣＳＲ：Corporate Social Responsibilityの略で、企業の活動において、社会的公正や環境など

への配慮を組み込み、消費者、従業員、投資家、地域社会等の利害関係者に対して責任ある行動をとる

とともに、説明責任を果たしていくことを求める考え方。 
※22 ネットワーク型行政：広範な領域で行われる学習活動に対して、様々な立場から総合的に支援して

いく仕組み。 
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３ 進捗管理と評価 

（１）推進状況の把握 

本計画に関連して実施されている事業について、進捗状況調査を毎年実施し、施策の充実、改

善を図ります。また、計画を効果的に推進するため、重点施策として位置付けられた事業につい

ては個別に指標を設定し、生涯学習推進会議、生涯学習推進部会において実施状況を確認するな

ど、進捗管理を行います。 

 

 

（２）計画の評価 

指標となる数値が計画終了年度の時点でどのように変化しているかによって目標の達成度を測

り、各施策及び重点施策についての進捗状況調査による事業の実績と合わせて、本計画を評価し

ます。数値だけでは評価が難しい取組の状況も含めて、生涯学習推進会議で状況を報告し、事業

の改善の必要性等についての意見を受けて、施策の改善を図ります。 

 

 

（３）計画の見直し 

社会状況の変化に対応するため、次期刈谷市総合計画の動向を踏まえ、計画期間の途中におい

ても、重点施策を中心に必要に応じて計画の見直しを実施します。見直しにあたっては、生涯学

習推進会議の意見を聴取し、その反映に努めるとともに、生涯学習推進部会において必要な調整

を行うものとします。 

 

 

（４）目標指標の設定 

本計画の進捗評価にあたり、数量的な側面からの評価を可能とするよう、次のとおり目標指標

を定めます。目標指標は、分野別施策の柱である基本方針ごとに設定するものとし、重点施策に

ついては、目標指標の中から特に関連が深いものを抽出したり、他に重点施策に関連する指標を

取り上げて指標とします。 

なお、事業の評価にあたっては、指標を用いた数量的な評価だけではなく、本計画の基本理念・

基本方針に照らした事業の趣旨や、社会的な役割といった質的な側面からの評価も行うものとし

ます。 
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①基本方針１ 人づくりに向けた学習支援 

指標 単位 
現状値 

（令和５年度） 

中間年目標 

（令和 11年度） 

最終年目標 

（令和 16年度） 

生涯学習を行っている市民の割

合※ 
％ 39.5 55.0 60.0 

市民講座受講者数 人 1,394 1,500 1,600 

大学連携講座受講者数 人 273 300 300 

小学生以下の子ども１人あたり

の児童書貸出数 
点 33.6 35.0 38.0 

高齢者教室受講者数 人 512 530 550 

公民館活動事業数 件 133 133 133 

※２年に１度実施する「市民意識調査（市民アンケート）」結果より「生涯学習を行っている」に「は

い」と回答した割合。なお、現状値は令和４年度調査の結果。 

 

②基本方針２ 仲間づくりに向けた活動支援 

指標 単位 
現状値 

（令和５年度） 

中間年目標 

（令和 11年度） 

最終年目標 

（令和 16年度） 

ボランティアや地域活動、自主

活動などに参加したことがある

市民の割合※ 

％ 43.5 47.0 50.0 

グループ・サークル等名簿登録

団体数 
団体 96 100 105 

市民講座から創設されたグルー

プ・サークル数 
団体 5 5 5 

学習発表会参加団体数 団体 73 80 85 

※２年に１度実施する「市民意識調査（市民アンケート）」結果より「ボランティアや地域活動、自主活

動などに参加したことがある。（例 自治会活動、消防団活動、サークル活動、避難訓練や運動会など

の地区のイベントへの参加など）」に「はい」と回答した割合。なお、現状値は令和４年度調査の結果。 

 

③基本方針３ 生涯学習を通じたまちづくりの推進 

指標 単位 
現状値 

（令和５年度） 

中間年目標 

（令和 11年度） 

最終年目標 

（令和 16年度） 

地域活動やボランティア活動が

活発だと思う市民の割合※ 
％ 55.4 59.0 62.0 

生涯学習指導者名簿登録者数 人 128 140 160 

地域学校協働活動回数 回 809 1,000 1,200 

放課後子ども教室参加者数 人 19,049 20,000 20,000 

生涯学習リーダー研修修了者数 人 9 12 15 

※２年に１度実施する「市民意識調査（市民アンケート）」結果より「刈谷市は、地域活動やボランテ

ィア活動が活発であると思う」に「そう思う」または「どちらかといえばそう思う」と回答した割合。

なお、現状値は令和４年度調査の結果。 
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④基本方針４ 誰もが参加しやすい生涯学習の環境整備 

指標 単位 
現状値 

（令和５年度） 

中間年目標 

（令和 11年度） 

最終年目標 

（令和 16年度） 

「生涯学習に取り組みやすい施

設・環境の整備」に対する市民満

足度※ 

％ 28.6 34.0 39.0 

講座配信サービスの利用者数 人 － 20 100 

市民１人あたりの図書貸出数 点 8.5 10.0 11.0 

市民ホール利用者数 人 224,471 250,000 280,000 

生涯学習センター利用者数 人 229,881 250,000 280,000 

生涯学習情報サイト「よかよか

ガイド」アクセス数 
件 19,958 22,000 25,000 

※２年に１度実施する「市民意識調査（市民アンケート）」結果より「生涯学習に取り組みやすい施設・

環境の整備」に「満足」または「やや満足」と回答した割合。なお、現状値は令和４年度調査の結果。 

 

⑤重点施策 

指標 単位 
現状値 

（令和５年度） 

中間年目標 

（令和 11年度） 

最終年目標 

（令和 16年度） 

情報提供の強化・充実 

市民講座受講者数【再掲】 人 1,394 1,500 1,600 

生涯学習センター利用者数【再

掲】 
人 229,881 250,000 280,000 

生涯学習情報サイト「よかよか

ガイド」アクセス数【再掲】 
件 19,958 22,000 25,000 

ＩＣＴを活用した学習機会の提供 

講座配信サービスの利用者数

【再掲】 
人 － 20 100 

ＩＣＴに関する講座受講者数 人 107 120 130 

電子図書館の貸出点数 点 6,257 16,000 18,000 

地域学校協働活動の推進 

地域学校協働活動回数【再掲】 回 809 1,000 1,200 

放課後子ども教室参加者数【再

掲】 
人 19,049 20,000 20,000 

多様な主体との協働事業の推進 

指導者向け講座参加者数 人 31 40 50 

市民講師企画講座実施数 件 10 11 12 

ＮＰＯ、事業者等との連携講座

実施数 
件 － 1 3 

  


